
様式第１号（第５、第９関係） 

農業経営改善計画認定申請書 

令和 ２ 年 ５ 月 １ 日 

○ 市町村長  殿 

 

申

請

者 

住所 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町４３ 連絡先 0179-20-1155 

 青森県知事  殿 フリガナ サンノヘ タロウ フリガナ  

 東北農政局長  殿 個人・法人名 三 戸  太 郎  （印） 
代表者氏名 

（法人のみ）  

 農林水産大臣  殿 
生年月日・ 

法人設立年月日 昭和５０年４月１日 法人番号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１２条第１項の規定に基づき、次の農業経営改善計画の認定を申請します。 

  

記 入 例 



 

農 業 経 営 改 善 計 画 

① 農業経営体の営農活動の現状及び目標 

（１）営農類型 

現  状 目標（ Ｒ７ 年） 

□稲作 □麦類作 □雑穀・いも類・豆類 □工芸農作物 □露地野菜 

□施設野菜 □果樹類 □花き・花木 □その他作物（      ）            ■複合経営 

□酪農 □肉用牛 □養豚 □養鶏 □養蚕 □その他の畜産（        ） 

□稲作 □麦類作 □雑穀・いも類・豆類 □工芸農作物 □露地野菜 

□施設野菜 □果樹類 □花き・花木 □その他作物（      ）            ■複合経営 

□酪農 □肉用牛 □養豚 □養鶏 □養蚕 □その他の畜産（        ） 

（２）農業経営の現状及びその改善に関する目標 

 現  状 目標（  Ｒ７  年）  現  状 目標（  Ｒ７  年） 
主たる従

事者の人

数 

１ 人 年間所得 500 万円 550 万円 年間労働時間 7,740 時間 7,500 時間 

 
主たる従事者１人 

当たりの年間所得 500 万円 550 万円  
主たる従事者１人 

当たりの年間所得 2,240 時間 2,000 時間 

② 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標 

（１）生産 （２）農畜産物の加工・販売その他の 

関連・付帯事業（売上げ） 
作目・部門名 

（耕  種） 

現   状 目標（ Ｒ７年） 
作目・部門名 

（畜  産） 

現   状 目標（   年） 

作付面積 

（ａ） 
生産量 

作付面積 

（ａ） 
生産量 

飼養頭数 

（頭、羽） 
生産量 

飼養頭数 

（頭、羽） 
生産量 事 業 内 容 現  状 目標（Ｒ７年） 

りんご 130 31,800kg 130 34,000kg      りんごジュース加工 60 万円 70 万円 

夏秋ﾄﾏﾄ（ﾊｳｽ） 40 19,000kg 30 15,000kg      水稲刈取・精米 80 万円 80 万円 

主食用米 70 3,850kg 0 0kg       万円 万円 

飼料用米 30 1,650kg 100 6,000kg       万円 万円 

にんにく 0 0kg 30a 2,100kg       万円 万円 

           万円 万円 

           万円 万円 

           万円 万円 

           万円 万円 

           万円 万円 



（３）農用地及び農業生産施設 

ア 農用地 イ 農業生産施設 

区  分 

所在地 

地目 
現 状 

（ａ） 

目標（Ｒ７年） 

（ａ） 
種  別 

所在地 規  模 

都道府県名 市町村名 都道府県名 市町村名 
現 状 目標（Ｒ７年） 

棟 ㎡ 棟 ㎡ 

所有地 
青森県 三戸町 田 100 100 パイプハウス 青森県 三戸町 10 400 10 400 

青森県 三戸町 畑 170 170        

借入地 
青森県 三戸町 畑 0 30        

            

その他 
            

            

経 営 面 積 合 計 270 300 経 営 面 積 合 計 10 400 10 400 

③ 生産方式の合理化に関する現状と目標・措置 ④ 経営管理の合理化に関する現状と目標・措置 

・りんごが老木となり収量が低いため、改植事業を活用しわい化へ改植する。 

・主食用品種で飼料米を作付けしているため、全量専用品種で飼料米の作付け

を行う。 

 作物ごとの経営管理ができていないため、申告方法を白色から青色へ切り替え、

作物ごとに簿記記帳を行い、経営管理を強化するとともに、収入保険に加入し経営

リスクに備える。 

⑤ 農業従事の態様の改善に関する現状と目標・措置 ⑥ その他農業経営の改善に関する現状と目標・措置 

 後継者が兼業ではあるが、農業を手伝ってくれているため、後継者の就農の

ために就業規則を整え、家族経営協定を締結する。 

 令和４年 農業経営基盤準備金 300万円（ブームスプレーヤー） 

 令和５年 スーパーＬ資金   300万円（にんにくハーベスタ） 

 

（参考）経営の構成 

（１）構成員・役員 （２）雇用者 

氏  名 
（法人経営にあっては役員

の氏名） 
年齢 性別 

代表者との

続柄（法人

経営にあっ

ては役職） 

現  状 見通し（ Ｒ７年） 常時雇（年間） 実人数 現状 0 人 見通し 0 人 

担当業務 
主たる 

従事者 
年間農業 

従事時間 
担当業務 

主たる 

従事者 
年間農業 

従事時間 
臨時雇（年間） 

実人数 現状 0 人 見通し 5 人 

延べ人数 現状 0 人 見通し 70 人 

三 戸 太 郎 45 男 （代表者） 経営全般 ○ 2,240 経営全般 ○ 2,000 

 

三 戸 花 子 43 女 妻 作業全般  2,000 作業全般  2,000 

三 戸 一 男 70 男 父 作業全般  2,000 作業全般  2,000 

三 戸 姫 子 66 女 母 作業補助  1,500 作業補助  1,500 

          



 

（別紙）生産方式の合理化に係る農業用機械等の取得計画 

農業用機械等の名称 数量 

ブームスプレーヤー（500Ｌ） １台 

にんにくハーベスタ（１条・乗用） １台 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

備考 

 「農業用機械等の名称」欄には、生産方式の合理化のために、取得する予定の農業用の機械及び装置、器具及び備品、」 

建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウェア等を記載する。 

（②「（３）農用地及び農業生産施設」に記載しているものは記載不要。）



（備 考） 

１ 本申請書に記載された内容は、農業経営基盤強化促進法第30 条の２の規定に基づき、国（農林水産大臣）、都道府県、市町村及び農業委員会が、同法の施行に必要な限度で、その保有に当たって特定

された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することがある。 

２ 夫婦、親子等が共同で一の農業経営改善計画の認定を申請する場合には、申請者欄の「個人・法人名」欄に全員の氏名、フリガナ及び生年月日を連記する。 

３ 申請者の氏名又は代表者の氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 

４ ①の「（２）農業経営の現状及びその改善に関する目標」欄は、農畜産物の生産及び農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業に係る所得について、現状及び５年後の目標を「年間所得」欄に記載

する。また、年間労働時間については、農畜産物の生産及び農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業に係る労働時間について、現状及び５年後の目標を「年間労働時間」欄に記載する。 

５「②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標」欄には、次の事項を記載する。 

ア （２）の「農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業（売上げ）」欄には、農業経営に関連・附帯する事業として、(1)農畜産物を原料又は材料として使用して行う製造又は加工、(2)農畜産物の

貯蔵、運搬又は販売、(3)農業生産に必要な資材の製造、作業受託、(4)農泊、農業体験事業等について記載する。 

イ （３）の「ア 農用地」及び「イ 農業生産施設」欄には、申請者の農業経営上重要と考えられる農用地及び農業生産施設を記載する。 

ウ （３）アの「その他」欄には、特定作業受託（作目別に、主な基幹作業（水稲にあっては耕起・代かき、田植え及び収穫・脱穀、麦及び大豆にあっては耕起・整地、播種及び収穫、その他の作目にあ

ってはこれらに準ずる農作業を受託することをいう。）を行う農地（(1)申請者が当該農地に係る収穫物についての販売委託を引き受けることにより販売名義を有し、かつ、(2)当該販売委託を引き受け

た農産物に係る販売収入の処分権を有するものに限る。））の面積のみを記載する。 

エ 「経営面積合計」欄には、「所有地」欄、「借入地」欄及び「その他」欄の面積の合計を記載する。 

６ 「③生産方式の合理化に関する現状と目標・措置」欄には、農用地の利用条件（ほ場の区画の大きさ、団地化）、作目・部門別合理化の方向その他の生産方式の合理化について、現状、目標及びその達

成のための措置を記載する。 

７ 「④経営管理の合理化に関する現状と目標・措置」欄には、簿記記帳等の会計処理、経営内役割分担、経営の法人化等について、現状、目標及びその達成のための措置を記載する。 

８ 「⑤農業従事の態様等の改善に関する現状と目標・措置」欄には、人材確保に向けた就業規則等の整備、相続・経営継承に関する取組等について、現状、目標及びその達成のための措置を記載する。な

お、家族経営協定を締結している場合には、その旨と協定に基づく家族間の役割分担等の内容を記載する。 

９ 「⑥その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置」欄には、農業近代化資金等の制度資金の融資を受けることを予定する場合には、予定年度、予定資金、予定貸付額等を記載する。 

１０ 農業経営基盤強化促進法第12 条第３項に規定する措置（関連事業者等が申請者の農業経営の改善のために行う措置）を記載する場合には、「⑥ その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置」

欄に記載する。この場合、以下の点に留意すること。 

ア 同法第14 条第１項の規定による出資の特例を活用するため、当該措置として関連事業者等による出資を記載する場合には、出資する者の氏名又は名称、出資する者ごとの出資の額及び比率、出資する

者が権利を有している経営農地が所在する市町村の名称を記載する。 

イ アに加え、同法第14 条第２項の規定による役員の従事日数の特例を活用するため、親会社の役員を申請者の役員として兼務させる場合には、当該親会社の名称、当該親会社が同法第12 条第１項の認

定を受けた市町村等の名称、当該親会社が権利を有している経営農地が所在する市町村の名称、本特例の対象とする兼務役員の氏名、当該兼務役員の親会社における農業従事日数及び子会社における農

業従事日数を記載する。 

１１ 「（参考）経営の構成」欄には、農業経営に携わる者の担当業務及び年間農業従事時間等について、その現状及び現在想定し得る範囲での見通しを記載するものとする。この場合、現在は農業経営に

携わっているが５年以内に離農する見込みの者及び現在は就農していないが５年以内に経営に参画する見込みの者についても記載する。 

ア 「氏名（法人経営にあっては役員の氏名）」欄には、代表者以外の者にあっては、家族農業経営の場合には農業経営に携わる者の氏名を、法人経営の場合には役員の氏名を記載する。 

イ 「代表者との続柄（法人経営にあっては役職）」欄には、代表者にあってはその旨を記載し、家族農業経営の場合には代表者を基準とした続柄を、法人経営の場合には役職を、それぞれ記載する。



 

様式第２号（第５、９関係） 

 

農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて 

 

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する場合 

は「個人情報の取扱いの確認」欄に署名、押印願います。 

 

三戸町は、農業経営改善計画（以下「経営改善計画」という。）の認定に際して得た個人情

報について、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）等に基づき、適正に管理

し、本認定業務の実施のために利用します。 

また、三戸町は、本認定業務のほか、人・農地プランの作成・見直し、農業委員会の委員の

任命、農業協同組合の理事等の選任その他の経営改善等に資する取組に活用するため、必要

最小限度内で、下記の関係機関へ提供する場合があります。 

このほか、経営改善計画等の実施状況や専門家からの助言等の内容についても、指導等を

実施する際のデータとして活用するため、関係機関へ提供する場合があります。 

提供する情報の 

内容 

 

 

①認定農業者の氏名（法人にあっては名称及び代表者名）及び年齢、

②住所、③経営改善計画等の認定の有効期間、④経営改善計画等の

内容、⑤経営改善計画等の実施状況や専門家からの助言等の内容 

等 

情報を提供する 

関係機関 

 

 

 

 

国、都道府県、市町村、地域農業再生協議会、農業委員会ネットワー

ク機構、農業委員会、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地改良

区、農用地利用改善団体、農地中間管理機構、普及指導センター、青

年農業者等育成センター、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法

人農業者年金基金、農業経営相談所 等 

  

 

個人情報の取扱いの確認 

「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。 

  令和２年 ５月 １日  

氏名（名称・代表者） 三 戸 太 郎         印 

 


